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　　成年後見制度とは、判断能力が不十分な
　人の契約を補助したり、代理することによ
　って、権利とくらしを守る制度です。

在
住
の
在
宅
で
高
齢
者
介
護
を
行
っ
て

い
る
方
／
日
時
＝
６
月　

日
午
前　

時

１８

１１

〜
午
後
２
時
／
会
場
＝
ホ
テ
ル　

ザ
・

エ
ル
シ
ィ
町
田
／
定
員
＝　

人
（
抽

５０

選
）
／
費
用
＝
１
０
０
０
円
（
食
事

付
）
／
申
し
込
み
＝
ハ
ガ
キ
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
・
介

護
年
数
を
明
記
し
、
郵
送
で
同
協
議
会

へ
。

●
こ
ば
と
保
育
園
常
勤
看
護
師
募
集

　

資
格
＝
看
護
師
資
格
を
お
持
ち
の
方

／
勤
務
時
間
＝
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
／
定
員
＝
１
人
／
詳
細
は
同
園

（
11
７
９
６
・
３
６
２
８
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

●
町
田
養
護
学
校
公
開
講
座
「
手
話
通

訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
入
門
講
座
」

　

対
象
＝
都
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

未
経
験
者
／
日
時
＝
６
月
７
日
、　
２１

日
、　

日
、
７
月　

日
、　

日
（
い
ず

２８

１２

１９

れ
も
土
曜
日
）
午
前
９
時　

分
〜
午
後

１５

０
時　

分
／
定
員
＝　

人
（
抽
選
）
／

１５

３０

費
用
＝
１
５
０
０
円
＋
実
費
５
０
０
円

／
応
募
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
返
信
用
に
も
あ
て
先
を
明

記
し
て
、
５
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に

２０

町
田
養
護
学
校
（
〒　

－

０
０
６
３
、

１９５

野
津
田
町
２
０
０
３
、
11
７
３
７
・
０

５
７
０
）
へ
。

●
町
田
暮
ら
し
の
相
談
セ
ン
タ
ー
無
料

貯
蓄
相
談

【
「
生
保
・
損
保
」
の
見
直
し
と
上
手

な
掛
け
方
・
選
び
方
等
】

　

期
日
＝
５
月　

日
、　

日
、　

日
、

１３

１４

１５

　

日
、　

日
、　

日
／
時
間
＝
午
前　

２０

２１

２２

１０

時
〜
午
後
３
時
／
会
場
＝
同
セ
ン
タ
ー

（
ぱ
る
る
プ
ラ
ザ
町
田
２
Ｆ
）
／
講
師

＝
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
／

申
し
込
み
＝
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
（
11

７
２
１
・
６
３
２
８
）
へ
。

●
赤
い
屋
根
・
バ
ザ
ー
物
品
提
供
の
お

願
い

　

６
月
７
日
（
土
）
午
前　

時　

分
〜

１０

３０

午
後
２
時　

分
に
開
催
す
る
バ
ザ
ー
へ

３０

の
物
品
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
／
５
月

　

日
ま
で
取
り
に
伺
い
ま
す
／
□問
 

社
会

２９福
祉
法
人
ウ
ィ
ズ
町
田
11
７
３
６
・
６

み
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
住
所
・

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
年
齢
・
性
別
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
返
信
用
に
も
あ

て
先
を
明
記
し
て
、
５
月　

日
ま
で

３１

（
必
着
）
に
町
田
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
（
〒　

－

０
０
１
３
、
原
町
田
４

－

１９４

　

－

６
、
せ
り
が
や
会
館
内
、
11
７
２

２４８
・
９
０
６
７
）
へ
。

●
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
就
業
支
援

講
習

　

コ
ー
ス
名
＝
ふ
す
ま
・
障
子
張
り
／

対
象
＝　

歳
以
上
で
町
田
市
シ
ル
バ
ー

６０

人
材
セ
ン
タ
ー
に
新
規
入
会
し
、
就
業

で
き
る
方
／
期
間
＝
８
月
４
日
〜
９
月

　

日
の
間
で　

日
間
／
時
間
＝
午
前　

１２

２５

１０

時
〜
午
後
４
時
／
会
場
＝
東
京
都
高
年

齢
者
就
業
セ
ン
タ
ー
／
定
員
＝
若
干
名

（
選
考
）
／
費
用
＝
テ
キ
ス
ト
代
実
費

／
申
し
込
み
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に
コ
ー
ス

名
・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
６
月　

日
ま
で
（
必

１７

着
）
に
（
財
）
東
京
都
高
齢
者
事
業
振

興
財
団
（
〒　

ー
０
０
７
２
、
千
代
田

１０２

区
飯
田
橋
３－

　

－

３
、
11　

・
５
２

１０

０３

１
１
・
２
３
２
７
）
へ
。

●
ご
存
じ
で
す
か
！
検
察
審
査
会

【
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
ご
協
力

を
！
】

　

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被
害
に
あ

っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
裁

判
に
か
け
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

不
服
を
持
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
「
検

察
審
査
会
」
が
あ
り
ま
す
。
費
用
は
無

料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　

検
察
審
査
会
で
は　

人
の
審
査
員
が

１１

こ
の
事
件
の
審
査
に
当
た
り
ま
す
。
審

査
員
は
、
選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
皆
さ

ん
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
え
ら
ば
れ
ま

す
。
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、

国
民
の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
／
□問
 

八
王
子
検
察

審
査
会
事
務
局
11
０
４
２
６
・　

・
５

４２

１
９
５

時
／
勤
務
内
容
＝
知
的
障
害
者
通
所
授

産
施
設
で
、
作
業
を
通
し
て
利
用
者
の

健
康
管
理
を
行
い
ま
す
／
賃
金
＝
時
給

１
０
０
０
円
〜
１
５
０
０
円
（
手
当
・

交
通
費
支
給
）
／
選
考
＝
書
類
選
考
の

う
え
面
接
／
□問
 

大
賀
藕
絲
館
11
７
９
７

・
１
６
１
６

●
成
瀬
南
野
保
育
園
・
保
育
士
募
集

　

①
産
休
代
替
保
育
士
②
夏
季
臨
時
保

育
士
／
勤
務
期
間
＝
①
７
月
中
旬
か
ら

②
７
月
下
旬
か
ら
／
定
員
＝
各
１
人
／

□問
 

同
園
11
７
９
５
・
２
１
０
１

●
ク
ロ
ー
バ
ー
の
会
パ
ー
ト
療
育
職
員

・
会
員
募
集

【
パ
ー
ト
療
育
職
員
】

　

勤
務
日
・
時
間
＝
水
曜
日
…
午
後
２

時
〜
６
時　

分
、
土
曜
日
…
不
定

３０

【
会
員
】

　

対
象
＝
幼
稚
園
児
、
小
・
中
学
生
／

定
員
＝
各
グ
ル
ー
プ
２
〜
３
人

◇

□問
 

ク
ロ
ー
バ
ー
の
会
11
７
２
７
・
４
３

８
８

●
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
お
知
ら

せ
　

申
し
込
み
は
い
ず
れ
も
同
協
議
会

（
〒　

－

０
０
１
３
、
原
町
田
４

－

９

１９４

－

８
、
11
７
２
２
・
４
８
９
８
）へ
。

【
臨
時
職
員
（
生
活
寮
世
話
人
）
募

集
】

　

知
的
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で

入
寮
者
の
生
活
支
援
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
／
資
格
＝
お
お
む
ね　

歳
ま
で
の

５５

宿
泊
可
能
な
方
／
勤
務
日
＝
①
水
・
木

曜
日
②
常
勤
者
が
休
む
時
の
代
替
（
１

年
間
登
録
制
）
／
勤
務
時
間
＝
午
後
５

時
〜
翌
朝
９
時
（
午
後　

時
〜
翌
朝
６

１０

時
ま
で
休
憩
）
／
定
員
＝
①
１
人
②
若

干
名
／
賃
金
＝
時
給
９
８
０
円
（
宿
泊

・
通
勤
手
当
あ
り
）
／
応
募
＝
履
歴
書

を
郵
送
で
５
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に

１６

同
協
議
会
へ
。

【
在
宅
介
護
者
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
つ
ど

い
】

　

音
楽
と
ラ
ン
チ
を
楽
し
み
な
が
ら
、

疑
問
、
悩
み
な
ど
話
し
合
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。
専
門
職
員
も
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
と
し
て
参
加
し
ま
す
／
対
象
＝
市
内

「成年後見制度」
ご存知ですか？�ご存知ですか？�

●
玉
川
大
学
継
続
学
習
セ
ン
タ
ー
公
開

講
座
「
よ
く
わ
か
る
マ
ネ
ー
講
座
」

　

日
時
＝
５
月　

日
、　

日
、
６
月　

１７

３１

１４

日
、　

日
、
７
月　

日
、　

日
（
い
ず

２８

１２

２６

れ
も
土
曜
日
）
午
前　

時
〜　

時　

分

１０

１１

５０

／
定
員
＝　

人
／
費
用
＝
１
万
８
０
０

３０

０
円
／
□問
 

同
セ
ン
タ
ー
11
７
３
９
・
８

８
９
５

●
東
京
家
政
学
院
大
学
春
期
公
開
講
座

　

①
文
字
を
美
し
く
す
る
書
き
方
②
福

祉
住
環
境
の
基
礎
知
識
／
対
象
＝
社
会

人
／
日
時
＝
６
月　

日
、
７
月
５
日
、

２８

　

日
、　

日
（
い
ず
れ
も
土
曜
日
）
午

１２

１９

後
１
時
〜
３
時
／
会
場
＝
同
大
学
／
定

員
＝
①　

人
②　

人
（
抽
選
）
／
申
し

４０

３０

込
み
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
住
所

・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を

明
記
し
、
６
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に

１３

同
大
学
公
開
講
座
係
（
〒　

ー
０
２
９

１９４

２
、
相
原
町
２
６
０
０
、
11
７
８
２
・

９
８
１
１
）
へ
。

●
大
賀
藕
絲
館
臨
時
職
員
（
看
護
師
）

募
集

　

資
格
＝
看
護
師
資
格
を
お
持
ち
の
方

／
勤
務
日
＝
月
〜
金
曜
日
で
週
２
日
以

上
／
勤
務
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
４

０
２
０

●
清
林
ハ
イ
ツ
・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

　

日
時
＝
５
月　

日
（
土
）
午
前　

時

１７

１０

〜
午
後
２
時
（
雨
天
時
室
内
）
／
会
場

＝
清
林
ハ
イ
ツ
前
庭
／
□問
 

清
林
ハ
イ
ツ

11
７
３
４
・
２
８
２
３

●
町
田
消
防
署
・
甲
種
防
火
管
理
者
資

格
取
得
講
習
会

　

対
象
＝
町
田
市
民
の
方
／
日
時
＝
６

月　

日
〜　

日
の
午
前
９
時　

分
〜
午

１７

１８

３０

後
５
時
／
会
場
＝
セ
ン
ト
ラ
ル
警
備
保

障
研
修
セ
ン
タ
ー
（
旭
町
、
駐
車
場
な

し
）
／
定
員
＝
１
０
０
人
（
申
し
込
み

順
）
／
費
用
＝
テ
キ
ス
ト
代
４
８
０
０

円
／
申
し
込
み
＝
写
真
（
縦
３
㎝
×
横

２
・
４
㎝
）
を
お
持
ち
に
な
り
、
直
接

町
田
消
防
署
ま
た
は
各
出
張
所
へ
／
□問
 

町
田
消
防
署
11
７
２
２
・
０
１
１
９
内

線
５
２
１

●
町
田
商
工
会
議
所
の
お
知
ら
せ

　

申
し
込
み
は
直
接
町
田
商
工
会
議
所

（
11
７
２
２
・
５
９
５
７
）
へ
。

【
第
１
６
８
回
珠
算
検
定
試
験
】

　

試
験
日
＝
６
月　

日
（
日
）
／
会
場

２２

＝
町
田
一
中
／
受
付
期
間
＝
５
月　

日
１９

〜　

日
／
費
用
＝
１
級
２
０
４
０
円
、

２１
２
級
１
５
３
０
円
、
３
級
１
３
３
０

円
、
４
〜
６
級
９
２
０
円
、
暗
算
８
２

０
円
、
段
位
２
５
５
０
円

【
日
本
語
文
書
処
理
技
能
３
級
検
定
試

験
】

　

試
験
日
＝
７
月
５
日
（
土
）
／
会
場

＝
Ｄ
Ａ
Ｉ

－

Ｘ
町
田
校
／
受
付
期
間
＝

５
月　

日
〜　

日
／
費
用
＝
６
１
２
０

２７

２９

円●
高
齢
者
の
水
泳
教
室
（
初
心
者
向

け
）

　

対
象
＝
市
内
在
住
の
お
お
む
ね　

歳
６５

以
上
で
、
全
回
参
加
で
き
る
方
／
日
時

＝
６
月　

日
、　

日
、　

日
、
７
月
４

１３

２７

３０

日
、　

日
、　

日
、　

日
（
全
７
回
）

１１

１４

１８

午
前　

時
〜
正
午
／
会
場
＝
す
み
れ
会

１０

館
／
定
員
＝　

人
（
抽
選
）
／
費
用
＝

３５

１
０
０
０
円
（
初
日
徴
収
）
／
申
し
込

今
年
も
好
評
で
す�

問�（
社
）町
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　
７
２
３
・
２
１
４
７�

エ
ア
コ
ン
洗
浄�

11

成年後見制度利用の手続�

法定後見制度の手続�法定後見制度の手続�

申立て�
本人や親族�
等が申立て�
ます。�

審判手続�
本人の意向や生活状況、資�
産、後見人の適格性を確認�
します。また、医師が判断�
能力の程度を鑑定、診断し�
ます。�

審判�
後見人や援助�
内容などを決�
定します。�

告知・通知�
審判の結果�
を、本人、後�
見人に報告�
します。�

任意後見制度の手続�任意後見制度の手続�

契約�
任意後見人、�
援助内容、報�
酬などを公正�
証書にします。�

東京法務局�
登記�

公証人が書類�
を提出し、登�
記します。�

判断能力�
が不十分�
になると�

家庭裁判所�
本人や親�
族、後見�
人などが�
申立てま�
す。�

任意後見�
監督人を�
選任しま�
す。�

開始�
監督人が選�
ばれると、任�
意後見制度�
の開始とな�
ります。�

 家庭裁判所�

公証役場�

　

手
続
は
、
公
証
役
場
で
行
い
ま
す
。

　

判
断
能
力
が
衰
え
た
時
に
、
本
人
、

親
族
、
後
見
人
な
ど
が
家
庭
裁
判
所
に

申
立
て
ま
す
。
任
意
後
見
監
督
人
が
選

任
さ
れ
、
制
度
の
利
用
を
開
始
し
ま

す
。

Ｑ
身
寄
り
が
な
い
方
の
場
合
は
？

Ａ
身
寄
り
が
い
な
い
、
ま
た
は
い
た
と

し
て
も
申
立
て
よ
う
と
し
な
い
場
合

で
、
本
人
の
福
祉
を
図
る
た
め
に
必
要

な
と
き
は
、
市
長
が
申
立
て
る
方
法
が

あ
り
ま
す
。

Ｑ
後
見
人
は
ど
う
や
っ
て
選
ぶ
の
？

Ａ
法
定
後
見
の
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所

が
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
て
適
切
な
後
見

人
を
選
任
し
ま
す
。
任
意
後
見
の
場
合

は
、
自
分
で
選
び
ま
す
。
後
見
人
と
し

て
、
複
数
の
人
や
法
人
を
選
任
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
後
見
人
の
報
酬
は
、
本
人
の

財
産
や
後
見
人
の
仕
事
の
内
容
な
ど
に

よ
り
、
家
庭
裁
判
所
が
決
定
し
ま
す
。

□問
 

高
齢
者
介
護
課
11
７
２
４
・
２
１
４

　

「
禁
治
産
・
準
禁
治
産
宣
告
制
度
」

は
、
平
成　

年
４
月
１
日
で
廃
止
さ

１２

れ
、
新
し
く
「
成
年
後
見
制
度
」
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
本
人
の
判
断
能
力
が

不
十
分
な
場
合
、
遺
産
相
続
の
手
続
、

預
貯
金
通
帳
の
解
約
、
印
鑑
登
録
、
な

ど
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
手
続
き

は
、
家
族
と
い
う
条
件
だ
け
で
は
、
代

わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
本

人
を
補
助
し
た
り
、
代
わ
っ
て
行
う
た

め
の
制
度
が
成
年
後
見
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
法
定
後
見
制
度
と
任

意
後
見
制
度
に
分
か
れ
ま
す
。

法

定

後

見

制

度

　

す
で
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
た

め
、
自
分
ひ
と
り
で
は
財
産
の
管
理
や

契
約
な
ど
を
す
る
の
が
難
し
い
方
に
つ

い
て
、
主
に
本
人
や
親
族
が
申
立
て
、

家
庭
裁
判
所
が
後
見
人
を
選
ぶ
制
度
で

す
。
本
人
の
判
断
能
力
に
よ
り
、
補

助
、
保
佐
、
後
見
に
分
け
ら
れ
、
後
見

人
に
任
せ
る
範
囲
も
違
っ
て
き
ま
す
。

手
続
は
、
家
庭
裁
判
所
で
行
い
ま
す
。

任

意

後

見

制

度

　

将
来
、
自
分
の
判
断
能
力
が
衰
え
た

と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
援
助
を
受
け
る

の
か
、
ま
た
誰
を
後
見
人
に
す
る
の

か
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
に
よ
り
決
め
て

お
く
制
度
で
す
。

０
体
験
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

「
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
」

　

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
の
講
座
を

行
い
ま
す
。
実
際
に
制
度
を
利
用
し
て

い
る
家
族
の
方
が
体
験
を
話
し
ま
す
。

当
日
は
、
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
が
あ

り
ま
す
。
直
接
会
場
に
お
い
で
下
さ

い
。

○
対
象　

制
度
に
関
心
の
あ
る
方

○
日
時　

５
月　

日
（
金
）
午
後
１
時

２３

　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
３
階

ホ
ー
ル

○
定
員　

１
８
０
人

□問
 

高
齢
者
介
護
課
11
７
２
４
・
２
１
４

０
成
年
後
見
個
別
相
談
会

な
ど
が
実
際
の
困
り
ご
と
の
相
談
に
応

え
ま
す
。

○
対
象　

実
際
に
成
年
後
見
に
関
す
る

相
談
事
が
あ
る
方

○
日
時　

７
月
４
日
（
金
）
午
後
１
時

　

分
〜
４
時　

分

３０

３０

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
学
習

室○
定
員　
　

人
（
予
約
制
）

１８

○
申
し
込
み　

５
月　

日
か
ら
電
話
で

２６

受
け
付
け
ま
す
。

□問
 

高
齢
者
介
護
課
11
７
２
４
・
２
１
４

０

　

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士

講　

座


